
沿岸部の中小企業の社長さん!
（農事組合法人，ＮＰＯ法人，個人事業主もＯＫ！）

新たに従業員を雇用したときの
助成金を知っていますか？

【助成金交付要件】
① 宮城・岩手・福島で東日本大震災で被災した求職者を
② 産業政策(※国や県の補助金・融資など)の支援を受けた事業所で
③ 安定的な雇用(無期又は更新可能な1年以上の有期契約)で雇入れ

労働者１人につき３年間にわたり，最大120万円を３回から４回に分割して助成！

（1事業所当たりの上限は2,000万円。人件費、人材育成などに活用できます。）

【令和３年度認定申請受付期間】
第１期 令和３年６月９日(水)から令和３年７月８日(木)まで

申請方法や詳しい要件は県ホームページで 宮城県 中小企業型 検索

仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸

〔令和３年度 第１期申請受付用〕

～よくある Q＆A～
Ｑ．宮城県事業復興型雇用創出助成金はいつ頃支払われますか？
Ａ．今回認定を受けた場合、以後３年にわたり雇用実績に基づいた支給申請を毎年１０月
にご提出いただきます。審査を経て翌年２月頃に支払いとなります。

Ｑ．国の雇用調整助成金と併給できますか？
Ａ．併給できます。

「宮城県事業復興型雇用創出助成金」は、被災求職者を雇い入れた事業主に対して、
勤務区分や勤務実績に応じて助成する県の制度です。一方、「雇用調整助成金」は、
労働者の一時休業等により雇用の維持を図った事業主に対して、休業手当等の一部を
助成する国の制度です。
＜国の雇用調整助成金に関するお問い合わせはこちら↓＞

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
TEL ： 0120-60-3999

Ｑ．産業政策として認められる事業にはどんなものがありますか？
Ａ．例として ・中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

・スタートアップ加速化支援事業
・津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 などがあります。

詳細は県ホームページの「対象産業政策リスト」で確認できます。

宮城県事業復興型雇用創出助成金【中小企業型】



【初めて申請する事業所の皆様へ】

申請対象者となる労働者の有無確認フローチャート
（令和３年度版）

以下の設問について はい いいえ で進んでください

事業主は中小企業者に該当するか

産業政策（※1）を受けた事業所は沿岸部（注）に所在するか

今回申請する労働者の雇入日は、産業政策（※1）の
採択日以降であるか

労働者の雇入日は、
令和３年1月1日から
令和３年6月20日まで
の間である

労働者の雇入日は、
令和３年6月21日から
令和３年12月31日
までの間である

対象となりません

対象となりません

対象となりません

下記Aを参照ください 下記Bを参照ください

A 令和３年度第１期申請受付期間で申請できる可能性があります。（※2）

B 令和３年度第２期申請受付期間（※3）で申請できる可能性があります。（※2）

（※1） 対象となる産業政策は、県雇用対策課ホームページに掲載の対象産業政策リストでご確認ください。
（※2） 県雇用対策課ホームページなどで要件を満たしているかご確認ください。
（※3） 令和３年12月10日（金）から令和４年1月18日（火）を予定しています。

＜対象労働者の主な要件＞

①H23.3.11時点で岩手県、宮城県及び福島県
（被災三県）に所在する事業所に雇用されていた又は
被災三県に居住していた者であって、採用選考時点に
おいて失業状態である者

②雇用契約が「期間の定めのない雇用」又は
「更新可能な1年以上の有期雇用」であること

③雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者で
あること

④申請日時点で助成対象事業所に所属していること

⑤社会保険に加入していること（加入義務がある場合）

＜沿岸部＞
気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利
府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市（宮城野区、若林
区及び太白区に限る）、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町

（注）

お問い合わせ先

宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班

〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目4-18 太陽生命仙台本町ビル2階

電話 022-797-4661


